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Introduction 

序論 

 

Draft data exchange requirements for 2022 are provided in Attachment A. The attachment 

shows the proposed data that are to be provided during 2022 and the dates and responsibilities 

for the data provision. 

2022年のデータ交換の要件案は別紙 Aのとおりである。別紙では、2022年に提供さ

れるべきデータ、並びにデータ提供の期日及び役割分担の案を提示した。 

 

These requirements are based on the 2021 data exchange requirements with all items rolled 

over and the dates incremented. There were no additional changes requested by ESC 

participants.  

これらの要件は 2021年のデータ交換要件をベースとしており、全項目を引き継ぎつ

つ、期日が更新されている。ESC の参加者から要請された追加的修正点はなかった。 

 

Catch effort and size data should be provided in the identical format as were provided in 2021. 

If the format of the data provided by a Member is changed, then the new format and some test 

data in that format should be provided to the Secretariat by 31 January 2022 to allow 

development of the necessary data loading routines. 

漁獲努力量及びサイズデータは、2021 年に提供されたものと同一のフォーマットで

提供されなければならない。メンバーから提供されるデータのフォーマットに変更

がある場合には、事務局がデータを取り込むために必要なルーティンを確立するこ

とができるよう、2022年 1月 31日までに、新たなフォーマット及びある程度のテス

トデータを事務局に提供しなければならない。 

 

Data listed in Attachment A should be provided for the complete 2021 calendar year plus any 

other year for which the data have changed. If changes to historic data are more than a routine 

update of the 2020 data or very minor corrections to older data, then the changed data will not 

be used until discussed at the next ESC meeting (unless there was specific agreement to the 

contrary). Changes to past data (apart from a routine update of 2020 data) must be accompanied 

by a detailed description of the changes. 

別紙 Aに示したデータについては、2021暦年全体及びデータに修正があった年のも

のを提供するものとする。過去のデータの修正が、2020 年データの定期的更新以上

のものである場合、又は過去のデータの微修正以上の修正である場合には、ESC の

次回会合においてこれが討議されるまで、これらの修正データは使用されない（特

別の合意がある場合を除く）。過去データの修正（2020 年データの定期的更新は除

く）は、修正内容にかかる詳細な説明を伴わなければならない。 

 

Prepared by the Secretariat 

事務局作成文書 

 

 



別紙 A 

 

提供データの

種類 1 データの提供者 

                  

提出期限 提供データに関する説明 

CCSBTデータ
CD 

事務局 2022年 1月

31日 

2021年のデータ交換で提供されたデータ（漁獲努力

量、サイズ別漁獲量、引き伸ばし漁獲量及び標識再

捕）及び追加データをデータ CD に取り入れるため

のデータの更新。これには、以下のものを含む。 

• 標識/再捕データ（事務局は、メンバーから
の要請に応じて 、2022年における標識-再捕
データの更新を提供する） 

• SAG 9で作成された修正シナリオ (S1L1) を

用いた推定未報告漁獲量の更新 

 

船団別総漁獲

量 

全メンバー及び協

力的非加盟国 

2022年 4月

30日 

船団別、漁具別の引き伸ばし総漁獲量（重量及び尾

数） 及び操業隻数。暦年及び割当年のデータを提出

すること。 

 

遊漁漁獲量 遊漁による漁獲が

ある全メンバー及

び協力的非加盟国 

2022年 4月

30日 

データが利用可能な場合、遊漁で漁獲された SBTの

引き伸ばし総漁獲量 （体重及び尾数） 。完全な時系

列の遊漁の推定漁獲量の提供（過去に提供されてい

る場合は除く）。遊漁の推定漁獲量に不確実性があ

れば、不確実性に関する説明又は推定値を提供す

る。 

 

SBT輸入統計 日本 2022年 4月

30日 

国別、生鮮/冷凍、月別の日本への SBT の輸入重

量。輸入統計は、非加盟国の漁獲量を推定するため

に使用される。 

 

死亡枠 (RMA  

及び SRP) の 

利用実績 

全メンバー（及び

事務局） 

2022年 4月

30日 

2021暦年に使用された死亡枠（キログラム） 。

RMAと SRPで区別すること。可能であれば、さら

に月別、海区別で区別すること。 

 

漁獲量及び 

漁獲努力量 

全メンバー 

（及び事務局） 

2022年 4月

23日（NZ）2 

 

2022年 4月

30日（その

他のメンバー

及び事務局） 

 

2022年 7月

31日（イン

ドネシア） 

 

漁獲量（尾数及び重量）及び漁獲努力量は、操業ご

と又は集計データとして提出する（ニュージーラン

ドについては、同国がファインスケールの操業デー

タを提供し、それを事務局が集計して回章する）。

最大の集計レベルは、年、月、船団、漁具別の 5度

区画（はえ縄）で、表層漁業は 1度区画とする。イ

ンドネシアは、操業ごと又は試験的科学オブザーバ

ー計画による集計データのいずれかに基づく推定値

を提供する。 

 
1 MP/OM用 と記載されているものについては、当該データが管理方式及びオペレーティング・モデ

ルの両方に使用されていることを意味する。どちらか一つの項目が記載されている場合 （例：OM

用）には、当該データがその項目にのみ使用されることを意味する。 
2 ニュージーランドの期日が他よりも早いのは、事務局が 4月 30日までにニュージーランドのファイ

ンスケールデータを処理し、他のメンバーに集計引き伸ばしデータを提供できるようにするためであ

る。 

 

 



 

提供データの

種類 1 データの提供者 

                  

提出期限 提供データに関する説明 

非保持漁獲量 全メンバー 2022年 4月

30日（イン

ドネシアを除

く全てのメン

バー） 

 

2022年 7月

31日（イン

ドネシア） 

下記の非保持漁獲量に関するデータは、各漁業につ

き、年、月、5度区画別に提供すること。 

• 放流されたとして報告された（又は観測され

た）SBTの尾数 

• 放流された SBTについて報告がなかった船及び

時期を考慮した引き伸ばし非保持漁獲量 

• 引き伸ばした後の放流 SBTの推定サイズ組成 

• 放流後の魚の状態及び/又は生存状況の詳細 

インドネシアは、操業ごとのデータ又は試験的科学

オブザーバー計画の集計データのいずれかに基づく

推定値を提供する。 

 

RTMP漁獲量 

及び努力量デ

ータ 

日本 2022年 4月

30日 

RTMPの漁獲量及び努力量データは、標準のログブ

ックデータを提出する際と同じ書式で提供するこ

と。 

 

豪州、NZの引

き伸ばし漁獲

量 

オーストラリア、

事務局 

2022年 4月

30日 

 

 

集計した引き伸ばし漁獲量データは、漁獲量及び漁

獲努力量と同程度の解像度で提供すること。日本、

韓国及び台湾は、引き伸ばし漁獲量及び漁獲努力量

を提出するので、改めて提出する必要はない。ニュ

ージーランドも、事務局が同国のファインスケール

データから引き伸ばし漁獲データを作成するので、

提出する必要はない。 

 

NZの漁獲量に

関する引き伸

ばし鈎針数デ

ータ 

事務局 2022年 4月

30日 

ニュージーランドのファインスケールデータから事

務局により作成され、事務局から NZだけに提供さ

れる、NZの引き延ばし鈎針数データ。 

オブザーバー

から得られた

体長組成デー

タ 

ニュージーランド 2022年 4月

30日 

従来と同様のオブザーバーの生の体長組成データ。 

 

 

 

 

引き伸ばし体

長データ 

オーストラリア、

台湾、日本、ニュ

ージーランド、韓

国 

2022年 4月

30日（オー

ストラリア、

台湾、日本） 

 

2022年 5月 7

日（ニュージ

ーランド）3 

 

引き伸ばし体長データは、年、月、船団、漁具別

に、はえ縄は 5度区画、その他の漁業は 1度区画で

集計し、提出すること4。可能な限りの最小サイズク

ラス（1 cm）で提出すること。必要な情報を示した

書式は、CCSBT-ESC/0609/08の別紙 C に示されてい

る 

生の体長組成

データ 

南アフリカ 2022年 4月

30日 

南アフリカのオブザーバー計画から得られる生の体

長組成データ。 

 

RTMP体長デ

ータ 

日本 2022年 4月

30日 

RTMPの体長データは、標準体長データと同じフォ

ーマットで提出すること。 

 

 
3 ニュージーランドは、事務局が 4月 30日に提供することとされている引き伸ばし漁獲量を必要とす

るため、さらに 1週間が与えられている。 
4 データは実行可能な限り、合意済みの CCSBTの代用原則を使って作成すること。引き伸ばし体長

データの作成に使用した手法を完全に文書化することが重要である。 

 



 

提供データの

種類 1 データの提供者 

                  

提出期限 提供データに関する説明 

インドネシア 

はえ縄の SBT

年齢及びサイ

ズ組成 

オーストラリア、

インドネシア 

2022年 4月

30日 

 

2020年 7月から 2021年 6月までの産卵期の年齢及

びサイズ組成の推定値（パーセント）を生成。2020

暦年の体長組成及び 2020暦年の年齢組成も提出する

こと。 

インドネシアは、港におけるマグロ・モニタリン

グ・プログラムに基づく体長及び体重のサイズ組成

を提供する。オーストラリアは、現在のデータ交換

プロトコルに従って年齢組成データを提供する。 

 

直接年齢査定 

データ 

全メンバー 

（EUを除く） 

2021年 4月

30日 

耳石標本からの直接年齢推定値の更新（耳石の再解

読が必要だったものについては修正推定値） 。少な

くとも 2019暦年のデータは提出すること（2003年

ESC報告書パラ 95 参照）。メンバーは、可能な場

合は更に最新のデータを提供する。耳石情報の書式

は、旗国、年、月、漁具コード、緯度、経度、位

置、位置解像度コード5、統計海区、体長、 耳石

ID、推定年齢、年齢解読性コード6、性別コード、コ

メントとなっている。 

CSIROとの契約を通じて、事務局がインドネシアに

関する直接年齢推定値を提出予定。 

 

ひき縄調査指

数 

日本 2022年 4月

30日 

2021/2022年漁期（2022年に終了）における異なる

ひき縄指数（ピストンライン指数及びグリッドタイ

プひき縄指数（GTI））の推定値。不確実性にかか

る推定値（例：CV）を含む。 

 

標識回収 

サマリーデー

タ 

事務局 2022年 4月

30日 

月別、漁期ごとの標識放流数及び再捕数の更新。 

遺伝子標識放

流データ 

事務局 2022年 4月

30日 

CSIROとの契約による遺伝子標識放流パイロット研

究により得られた若齢魚資源量の推定値及び再捕デ

ータ。再捕データには、標識放流データ（標識装着

の日付、魚の体長等）、標識再捕データ（サンプル

再捕の日付、体長等）、及び放流魚の組織サンプル

との遺伝的な適合の有無等）を含む。 

 

近縁遺伝子デ

ータ 

事務局 2022年 4月

30日 

SNPsを用いて特定された SBT親子ペア及び半きょ

うだいペアの更新データセット。これは CCSBTと

の契約に基づき CSIROが実施する毎年の SBT近縁

遺伝子組織サンプリング、処理、近縁遺伝子特定及

びインドネシア年齢査定プロジェクトの成果であ

る。 

 

年齢別漁獲量 

データ 

オーストラリア、

台湾、日本、事務

局 

2022年 5月

14日 

各国は、自国のはえ縄漁業について、船団、5度区

画、月別の年齢別漁獲量データ（サイズ別漁獲量か

ら得たもの） を提出すること。ニュージーランドの

年齢別漁獲量については、事務局が CPUE 入力デー

タ及びMPのための年齢別漁獲量で使用するルーチ

ンを使って計算する。 

 

 
5 M1=1分、D1=1度、D5=5度 
6 耳石切片の解読性及び信頼性のスケール(0-5) の定義は、CCSBT年齢査定マニュアルのとおり。 



 

提供データの

種類 1 データの提供者 

                  

提出期限 提供データに関する説明 

旗国別・漁具

別全世界 SBT 

漁獲量 

 

事務局 2022年 5月

22日 

 

近年の科学委員会報告書に示されているものに準じ

た旗国別、漁区別の全世界 SBT漁獲量。 

豪州表層漁業

の引き伸ばし

年齢別漁獲量 

OM用 

 

オーストラリア 2022年 5月

24日7 

過去に提出されたものと同じフォーマットで、 2020

年 7月から 2021年 6月までのデータを提出するこ

と。 

インドネシア

産卵場漁業の

引き伸ばし年

齢別漁獲量 

OM用 

 

事務局 2022年 5月

24日 

CCSBTデータ CDと同じ書式で、2020年 7月から

2021年 6月までのデータを提供すること。 

1952年から

2021年までの

各年の各漁業

及びサブ漁業

の総漁獲量 

OM用 

 

事務局 

 

 

2022年 5月

31日 

事務局は、上記の様々なデータセット及び合意済み

の計算手法を用いて、オペレーティングモデルに必

要な各漁業の総漁獲量及びサブ漁業の総漁獲量を算

出する。 

体長別漁獲量 

（2cm間隔） 

及び年齢別漁

獲量の比率 

OM用 

事務局 2022年 5月

31日 

事務局は、上記の様々な体長別及び年齢別漁獲量の

データセットを用いて、オペレーティング・モデル

に必要な体長と年齢の比率を算出する （LL1、

LL2、LL3、LL4 – 日本、インドネシア、表層漁業で

分ける）。さらに事務局は、体長別漁獲量をサブ漁

業 （例：LL1内の異なる漁業）ごとに提出する。 

 

全世界年齢別

漁獲量 

事務局 2022年 5月

31日 

MPWS 4報告書別紙 7に従い、2021年の年齢別総漁

獲量を算出する。ただし 1及び 2海区 （LL4及び

LL3）における日本の年齢別漁獲量は、例外的に、

オペレーティングモデルの入力データとより良く対

応するよう、暦年ベースではなく漁期ベースで算出

する。 

 

CPUE 

入力データ 

事務局 2022年 5月

31日 

CPUE解析に使用するための、年、月、5度区画別の

漁獲量 （比例的年齢査定を使った 0歳から 20歳＋

までの各年齢群の尾数）及び努力量（セット数、鈎

針数）のデータ8 

 
7 6月 1日よりも 1週間早い期日としているのは、事務局が 6月 1日に提供する予定のデータセットに

これらのデータを取り入れる時間を十分に確保するためである。 
8 4月から 9月までの SBT統計海区 4 - 9における日本、オーストラリア合弁事業、ニュージーランド

合弁事業の各船団のデータに限定。 



 

提供データの

種類 1 データの提供者 

                  

提出期限 提供データに関する説明 

CPUEモニタ

リング及び品

質保証シリー

ズ 

 

オーストラリア、

日本、台湾、韓国 

2022年 6月

15日 

（可能であれ

ば早めに）9 

4歳+について、下記の 8つの CPUEシリーズで提出

すること。 

• ノミナル（豪州） 

• B-Ratio proxy (W0.5)10  (日本) 

• Geostat proxy (W0.8)10  (日本) 

• GAM (豪州) 

• 操業ごとのベースモデル（日本） 

• 削減ベースモデル（日本） 

• 台湾標準化 CPUE（台湾） 

• 韓国標準化 CPUE（韓国） 

コア船 CPUE

シリーズ 

MP用 

日本 2022年 6月

15日 

（可能であれ

ば早めに） 

 

GLMベースモデルで計算された w0.5及び w0.8の両

方でのコア船舶 CPUEシリーズを提出する。 

コア船 CPUE

シリーズ 

OM用 

日本 2022年 6月

15日 

（可能であれ

ば早めに） 

 

GAMで計算された CS、VSの w0.6及び w0.9でのコ

ア船舶 CPUEシリーズを提出する。 

 

 

 
9 複雑な問題がなければ、CPUE入力データが提供されてから 2週間以内に CPUEシリーズを計算す

ることが可能。したがって複雑な問題がない場合は、メンバーは 6月 15日以前に CPUEシリーズを

提供するよう努力すること。 
10 このシリーズは、西田及び辻（1998年）の標準化モデルに基づく、全船舶データを使用するシリ

ーズである。2016年以降はニュージーランド漁業における日本船籍用船のデータが無くなったこと

から、これらの指数は海区 4と 5、海区 6と 7をそれぞれ統合して計算すること。 
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